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１．１ 推進計画策定の背景と目的 

（１）無電柱化の必要性 
道路上に設置された電柱は、災害時において、倒壊による道路閉塞や電線切断を引き

起こし、避難や救急活動、物資輸送の支障になるとともに、電力・通信サービスの安定

供給も妨げられます。平成 30 年は西日本豪雨、台風 21 号及び北海道胆振東部地震、

令和元年は台風 15 号及び 19 号等、近年電柱が倒壊し大規模停電が発生する地震や台

風が多発していることから、無電柱化による防災機能の強化が必要とされています。 

また、電柱が林立し電線が重なった状況は、良好な景観形成を阻害するだけでなく、

歩行者や車いす利用者の通行の妨げになるため、安全で快適な歩行空間を確保するため、

無電柱化の必要性が高まっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
平成 7 年阪神淡路大震災         平成 30 年台風 21 号 

災害時における電柱の倒壊状況 
【出典︓国土交通省ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

無電柱化による車いすの移動環境の改善 
【出典︓国土交通省ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】 
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（２）推進計画策定の背景 
国では、災害の防止、安全・円滑な交通の確保、良好な景観の形成等が図られる無電

柱化を推進するため、平成 28 年 12 月に「無電柱化の推進に関する法律」（以下「無電

柱化法」という。）を施行し、区市町村においては、無電柱化推進計画の策定が努力義

務となるなど、一層の無電柱化の推進が求められています。 

平成 30 年４月には、無電柱化法に基づき、無電柱化の推進に関する施策の総合的、

計画的かつ迅速な推進を図るため、「無電柱化推進計画」が策定されました。 

我が国における無電柱化は、昭和 61 年度から３期にわたる「電線類地中化計画」、

平成 11～15 年度の「新電線類地中化計画」、平成 16～20 年度の「無電柱化推進計画」

に基づいて整備が推進されてきました。 

現在は、平成 30 年 4 月に策定された「無電柱化推進計画」に基づいて、無電柱化が

進められています。 

 

図 1-1 無電柱化に関する整備計画の経緯 【出典︓国土交通省ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】 

 

東京都では、平成 29 年９月に東京都無電柱化推進条例が施行され、平成 30 年３月

には、東京都無電柱化計画を策定し、都道における無電柱化の整備方針を示しました。

平成 31 年３月には東京都無電柱化推進計画を改定し、令和２年度までに無電柱化を進

める道路や、区市町村が行う無電柱化を促進していくための取組などが示されています。 

本区では、平成 17 年 10 月に改定した「目黒区電線類地中化整備基本方針」（以下「基

本方針」という。）に基づき、都市防災機能の向上、安全で快適な歩行空間の確保、都

市景観の向上及び良好な住環境の形成を図るため、優先的に地中化を行う整備路線を定

め、無電柱化を進めてきました。 

このような背景を踏まえ、本区の無電柱化をより一層、計画的に推進するため、「目

黒区無電柱化推進計画」（以下「推進計画」という。）を策定します。 
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（３）計画の目的 
推進計画は、無電柱化の推進に関する基本的な方針を設定し、優先的に無電柱化を行

う路線を定め、無電柱化の推進に向けた施策等により、区道の無電柱化を総合的、計画

的に推進することを目的とします。 
 

１．２ 計画の位置づけ 

本計画は、無電柱化法第８条第２項において、策定が努力義務とされている「市町村

無電柱化推進計画」として、本区における無電柱化の推進に関する基本的な方針、計画

期間、目標、施策等、計画的かつ迅速に推進するために必要な事項などを定めます。 

また、「目黒区基本構想」、「目黒区基本計画」や「目黒区都市計画マスタープラン」

等を上位計画とし、「目黒区地域防災計画」、「目黒区交通バリアフリー推進基本構想」、

「目黒区景観計画」などを関連計画として位置づけ、整合を図ります。 

なお、「基本方針」は、「推進計画」に統合します。 

 

 

図 1-2 計画の位置づけ 
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１．３ 計画の期間 

本計画の期間は、令和２年度から 11 年度までの 10 年間とします。 
 

表 1-1 計画期間 

 

 
  


